別記第１号様式（要綱第６、第８関係）

事　業　計　画　書

	 事業名称
	


	 事業実施場所
	


	 事業実施期間
	　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日

	 事業の概要
	簡潔に記載してください。

	 事業内容
	※詳細はデータ、図表、写真等を用いて具体的に記載してください。

①空飛ぶクルマを活用したビジネスモデルの内容
　※本事業が前提とする空飛ぶクルマを活用したビジネスモデルについて記載してください。

②事業を行うことが必要な理由
※①を実現するに当たり、検証すべき課題、事業効果の検証方法など、本事業が必要な理由や本事業を行う目的を記載してください。

③事業の内容・方法
※①及び②を踏まえた事業の内容・方法を記載してください。

④事業の目標
　※可能な限り明確かつ定量的に記載してください。

⑤事業の実施により期待される効果

⑥事業を行うフィールド又は会場等
　※フィールド（公園、道路、施設等）を記載してください。その際、【確保済み】、【確保予定】、【未定】の別が分かるように記載をお願いします。また、【確保予定】、【未定】の場合は、「いつまでに」、「どのように」確保するのか、見通しを記載してください。

⑦事業の安全性・信頼性

⑨事業実施後の取組み
　※今年度の事業を踏まえ、次年度以降はどのように取り組む予定か、現時点での想定で差し支えありませんので、計画やロードマップを記載してください。

	 スケジュール
	※開始から終了まで、月ごとの取組み項目が分かるよう記載してください。
（例）
	月
項目
	８月
	９月
	１０月
	１１月
	１２月
	１月
	２月
	３月

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	実施体制
	※図等を用いて実施体制を分かりやすく記載してください。
※共同企業体の場合は、代表申請者のみならず、全ての構成員について、役割・責任を明記してください。

（例）
○○株式会社事業全般の管理・統括、実証モデルの効果検証



△△株式会社
△△調査の実施


株式会社××
××システムの構築




※変更の申請の際には、変更箇所のみ朱書きで訂正すること。


別記第２号様式（要綱第６、第８、第９関係）

収　支　予　算　書（収　支　決　算　書）

【収入の部】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円
	区分
	予算額（決算額）
	備考

	１　空飛ぶクルマの離着陸場整備等調査費用補助金
	
	「１．補助対象経費」小計の1/2以内、上限700万円
（千円未満の端数は切捨て）

	２　自己資金
	
	

	３　その他の資金
	
	

	計
	
	



【支出の部】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円
	１．補助対象経費

	区分
	予算額（決算額）
	備考

	


	


	
	



	


	


	
	



	


	


	
	



	小計
	
	

	２．補助対象外経費

	区分
	予算額（決算額）
	備考

	


	


	
	



	


	


	
	



	小計
	
	

	合計
	
	


※補助対象経費は合計（補助事業に要する経費）から消費税および地方消費税を除くこと。
※変更の申請の際には、変更箇所のみ朱書きで訂正すること。
※【支出の部】の「１　補助対象経費」については、すべて根拠となる書類（申請時は見積書の写し、決算時は請求書の写し及び領収書の写し等）を添付すること。


別記第３号様式（要綱第６関係）


申　請　者　概　要　書

【申請者概要】

	申請者名称
	



	所在地
	〒

	代表者役職・氏名
	



	資本金
	


	従業員数
	

	事業内容
	

	ホームページURL
	

	
担当者

	職 氏 名
	



	
	
連 絡 先

	（住所）〒
（電話）
（E-mail）



【代表申請者以外の構成者】（共同企業体の場合のみ記載）
	名称
	

	所在地
	

	事業内容
	

	ホームページ
 ＵＲＬ
	

	役割
	※実施体制に対応した主体別に役割を明確に記載してください。
・～のための、△△調査の実施



※共同企業体の場合は、代表申請者を除く全ての構成員を記載してください。
※２社以上ある場合は、適宜記入欄を追加してください。


【補助金振込先】

	金融機関名
	
	支店名
	

	口座番号
	
	普通・当座
	

	口座名義人（カナ）
	


※「振込先」の「口座名義人」は、申請者と同一であること。
　※補助金振込先の口座情報等が分かるもの（通帳の写し等）を添付すること。




別記第４号様式(要綱第６関係)

役　　員　　等　　名　　簿

	申請者
（団体等名）
		

	住　　　所
	

	役職名
	氏　　名(ﾌﾘｶﾞﾅ)
	生年月日

	
	
	年
	月
	日

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



（記載要領）
１　「法人」（市町村を除く。）の場合は、役員全員について記載すること。
２　普通地方公共団体以外の法人については、役員等の氏名を確認するための登記事項
証明書又は定款等の写しのいずれかを添付。
３　その他の団体等については、団体等の代表者について記載すること。

なお、収集した個人情報は、本補助金についてのみ使用し、その他の目的のためには使用しません。


別記第５号様式（要綱第８関係）


空飛ぶクルマの離着陸場整備等調査費用補助事業
変更承認申請書


 　                                                     　　　
　                                                        　　　　年　　月　　日


　和歌山県知事　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　  所
                  　　                       氏名又は名称


令和　　年　　月　　日付け　　第　　　号で補助金の交付決定通知のあった標記事業について、下記のとおり計画変更したいので、空飛ぶクルマの離着陸場整備等調査費用補助金交付要綱第８の規定により申請します。

記

１　計画変更の内容
　　
　　・別記第１号様式（事業計画書）及び別記第２号様式（収支予算書）のとおり

２　計画変更の理由





３　補助申請額（増額変更は不可）
　
　　既存交付決定額　　　　　　　　　円

　　変更補助申請額　　　　　　　　　円



（注）３については、交付決定額に変更が生じる場合に記載すること。
　　　また、消費税及び地方消費税相当額を除いた額を記載すること。


別記第６号様式（要綱第８関係）


空飛ぶクルマの離着陸場整備等調査費用補助事業
中止（廃止）承認申請書


 　                                                     　　　
　                                                        　　　　年　　月　　日


　和歌山県知事 様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住 　　 　所
                                        　　 氏名又は名称


令和　　年　　月　　日付け　　第　　　号で補助金の交付決定通知のあった標記事業について、下記のとおり中止（廃止）したいので、空飛ぶクルマの離着陸場整備等調査費用補助金交付要綱第８の規定により申請します。

記

　中止（廃止）の理由



別記第７号様式（要綱第９関係）

事　業　報　告　書

	事業主体
	


	事業名称
	


	事業実施期間
	　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日

	事業内容
	















	事業効果
	
























別記第８号様式（要綱第１１関係）


空飛ぶクルマの離着陸場整備等調査費用補助金
交付決定前着手届

 　                                                     　　　
　                                                        　　　　年　　月　　日


　和歌山県知事　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  住　　 　 所
                                      　　   氏名又は名称 


　令和　　年　　月　　日付け　　第　　　号で補助金の交付を申請した標記事業について、下記に掲げる条件を了承の上、当該補助金の交付決定前に着手したいので、空飛ぶクルマの離着陸場整備等調査費用補助金交付要綱第11の規定により届け出ます。


記


１　補助金の交付の決定を受けるまでの期間に、天災地変等の事由により実施した事業に損失を生じた場合において、当該事業は標記補助金交付要綱の補助事業とはせず、当該損失は事業実施主体が負担すること。

２　補助金の不交付の決定を受けた場合又は交付の決定を受けた補助金の額が交付申請額に満たない場合においても、異議を申し立てないこと。

３　事業は、補助金の交付申請時の事業計画により実施するものとし、補助金の交付の決定を受けるまでの期間内に計画変更は行わないこと。



